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〔〔①①不不動動産産売売買買ににおおけけるる売売主主のの確確定定測測量量図図交交付付義義務務のの有有無無にに関関

すするる事事例例））〕〕 

（事案概要） 

〔取引の概要〕 

  ①Ｘ（売主）とＹ（買主）は、平成２９年２月１１日、次の約定で本件土地の売買

契約を締結した。売買代金７５００万円、手付金３７５万円、残代金支払日平成

２９年５月２９日、売主は、買主に対して、残代金支払日までにその責任と負担

において、隣地所有者等の立会いを得て、資格ある者の測量によって作製された

本物件の確定測量図を交付する（売買契約書４条２項）。 

   売主は、買主に対し、本物件の確定測量図が作製できない場合は、本物件引渡し

時までであれば、書面により通知して本契約を解除することができる。この場合、

売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にて返還する。なお、売主は、買

主に対し損害賠償の責めを負わない。 

   売主が違約した場合、売主は、買主に対し、速やかに受領済みの金員を無利息に

て返還するとともに、違約金を支払う。買主が違約した場合、違約金が支払済み

の金員を上回るときは、買主は、売主に対し、速やかにその差額を支払い、支払

済みの金員が違約金を上回るときは、売主は、買主に対し、受領済みの金員から

違約金相当額を控除して、速やかに残額を無利息にて返還する。なお、違約金額

は売買代金の１０％相当額（７５０万円）とする。 

  ②Ｘは、本件売買契約締結後、測量事務所に本件土地の測量を依頼し、平成２９年

５月１４日までに、１名を除いて、境界への承諾と境界立会図への署名捺印を得

た。残る１名であるＡは、境界自体に異議を唱えているわけではなかったものの、

本件土地から越境している擁壁の処理が納得できないとして、境界立会図等への

署名押印を留保した。 

  ③Ｙの代表者からも、Ａを訪ね境界立会図等への署名押印を求めたが、同人の態度

は変わらず、ＸとＹは、残代金支払日を平成２９年７月２８日まで２か月程度延

長することとなった。しかし、その後も進展がなかったのか、Ｙの代表者は、平

成２９年７月１９日、Ｘを訪ね、確定測量図が作製できない以上は、本件売買契

約を白紙解約したいなどと求めるようになった。 

  ④Ｘは、平成２９年７月２４日付で測量事務所から、Ａの土地の前所有者との間で

作製された平成２７年の確定測量図が市役所に保管され、平成２２年の換地処分

とも境界が一致しており、法務局からは、Ａの署名押印が得られなくとも分筆登

記に支障がない旨の確認が得られたとの報告を受けた。 

  ⑤これを受けて、Ｘは、確定測量図の交付に支障はないとしてＹに対して、残代金

の支払いを求め、その履行がないため本件売買契約を解除したとして、違約金か

ら手付金を控除した３７５万円の支払いを求める本訴を提起した。 
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   他方、Ｙは、Ａの署名押印が得られなければ、本件売買契約で定められた確定測

量図とはいえないとして、Ｘに対して確定測量図の交付を求め、その履行がない

ため本件売買契約を解除したとして、手付金の返還を求める反訴を提起した。  

〔Ｘの主張〕 

  ①確定測量図とは、法務局が、全ての隣接地との境界が確定していると認める境界

に基づいて作成した地積測量図であり、それにより分筆登記や地積更正登記がで

きるものを指す。したがって、本件売買契約書にいう確定測量図とは、法務局が

認める確定測量図であり、それにより分筆登記や地積更正登記が可能である図面

をいう。本件では、境界立会書や確認書にＡの署名捺印を得られていないものの、

当該土地との境界も含め、法務局が確定測量図と認め、実際に分筆登記が可能な

確定測量図を作成していた以上、Ｘは、同項に基づく債務につき履行の提供をし

た。 

  ②本件売買契約により売主に義務付けられているのは、「確定測量図の交付」にす

ぎず、同条項は、隣地所有者の立会いを絶対に必要とする趣旨ではないし、また、

常に全隣接所有者の署名捺印を経た境界立会図等が必要となるわけではない。法

務局が確定測量図として認めている限り、隣地所有者の署名捺印が不要である。 

   また、本件売買契約４条２項の「隣地所有者等の立会いを得て」とは、確定測量

図作成手続の一般的な流れを記載したものであって、確定測量図の交付義務の他

に立会いを得ることを売主に義務付けたものではない。もし売主に確定測量図の

交付義務の他に全隣地所有者の書面による承諾を得る義務を課すのであれば、同

義務違反を理由とする解除の特約を定めるはずであるところ、本件においてその

ような特約はない。 

   また、仮に立会いが必要であったとしても、Ａは立会いをしており、その上で、

署名捺印に応じなかったにすぎない。仮に、署名捺印まで必要なのであれば、端

的に、「承認印付地積測量図」を交付することが記載されていたはずである。 

  ③確かに、確定測量図につき隣地所有者の署名捺印が求められる趣旨の一つには、

当該土地につき紛争が存在しないことを証明する点にある。しかしながら、そこ

でいう「紛争」とは、境界の位置に関する紛争に限られるものと解されるところ、

本件では、Ａは、境界の位置自体を争っているわけではない以上、「紛争」は存

在しない。したがって、同人の署名捺印は不要である。 

  ④隣地との境界については、所有者の立会いを得て作成された平成２７年の確定測

量図が存在する。それにもかかわらず、再び同様に隣地所有者の立会いや署名捺

印が必要であるとすれば、前回の確定測量が何の意味も持たないことになる。す

なわち、本件のように、境界自体には争いがなくとも、隣地所有者が何らかのク

レームをつけてきた場合には、たとえそれが理不尽な要求であっても、同要求を

容認しなければ土地を売却することができなくなるという不合理な事態が生じて

しまう。本件売買契約がそのような無意味な要求をしているとは考えられない。 

〔Ｙの主張〕 

〔〔①①不不動動産産売売買買ににおおけけるる売売主主のの確確定定測測量量図図交交付付義義務務のの有有無無にに関関

すするる事事例例））〕〕 

（事案概要） 

〔取引の概要〕 

  ①Ｘ（売主）とＹ（買主）は、平成２９年２月１１日、次の約定で本件土地の売買

契約を締結した。売買代金７５００万円、手付金３７５万円、残代金支払日平成

２９年５月２９日、売主は、買主に対して、残代金支払日までにその責任と負担

において、隣地所有者等の立会いを得て、資格ある者の測量によって作製された

本物件の確定測量図を交付する（売買契約書４条２項）。 

   売主は、買主に対し、本物件の確定測量図が作製できない場合は、本物件引渡し

時までであれば、書面により通知して本契約を解除することができる。この場合、

売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にて返還する。なお、売主は、買

主に対し損害賠償の責めを負わない。 

   売主が違約した場合、売主は、買主に対し、速やかに受領済みの金員を無利息に

て返還するとともに、違約金を支払う。買主が違約した場合、違約金が支払済み

の金員を上回るときは、買主は、売主に対し、速やかにその差額を支払い、支払

済みの金員が違約金を上回るときは、売主は、買主に対し、受領済みの金員から

違約金相当額を控除して、速やかに残額を無利息にて返還する。なお、違約金額

は売買代金の１０％相当額（７５０万円）とする。 

  ②Ｘは、本件売買契約締結後、測量事務所に本件土地の測量を依頼し、平成２９年

５月１４日までに、１名を除いて、境界への承諾と境界立会図への署名捺印を得

た。残る１名であるＡは、境界自体に異議を唱えているわけではなかったものの、

本件土地から越境している擁壁の処理が納得できないとして、境界立会図等への

署名押印を留保した。 

  ③Ｙの代表者からも、Ａを訪ね境界立会図等への署名押印を求めたが、同人の態度

は変わらず、ＸとＹは、残代金支払日を平成２９年７月２８日まで２か月程度延

長することとなった。しかし、その後も進展がなかったのか、Ｙの代表者は、平

成２９年７月１９日、Ｘを訪ね、確定測量図が作製できない以上は、本件売買契

約を白紙解約したいなどと求めるようになった。 

  ④Ｘは、平成２９年７月２４日付で測量事務所から、Ａの土地の前所有者との間で

作製された平成２７年の確定測量図が市役所に保管され、平成２２年の換地処分

とも境界が一致しており、法務局からは、Ａの署名押印が得られなくとも分筆登

記に支障がない旨の確認が得られたとの報告を受けた。 

  ⑤これを受けて、Ｘは、確定測量図の交付に支障はないとしてＹに対して、残代金

の支払いを求め、その履行がないため本件売買契約を解除したとして、違約金か

ら手付金を控除した３７５万円の支払いを求める本訴を提起した。 
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  ①本件売買契約の義務を履行するためには、単に確定測量図を作製すれば足りると

いうものではなく、Ａを含めた隣地所有者による立会い及び承認を得て、かつ、

これを証するために境界立会図や確認書に署名押印をした上で作製された確定測

量図を交付する必要があると解すべきであるところ、本件において、売主は、そ

のような確定測量図を買主に交付していない以上、売主は、同条項に基づく債務

につき履行の提供をしたとはいえない。 

  ②隣地所有者の承認が得られず、境界立会図や確認書に署名押印を拒む場合には、

当該土地は境界に関する何らかの瑕疵を帯びることを意味する。確定測量図とは、

単に隣地との境界を定めることのみにその意義があるものではなく、境界上の紛

争の有無を確認し、これを解決することに意味があると解されるところ、仮に当

該確定測量図に基づき分筆や更正登記ができる状態であったとしても、本件売買

契約所定の確定測量図として十分であるということにはならない。 

  ③本件において、実際にＡが境界立会図への署名押印を拒んでいる以上、本件にお

いて、同人の「立会いを得た」ということはできない。 

  ④平成２７年の確定測量図は、当時の隣地所有者の立会いの下作成されたものであ

り、現在の同土地の所有者であるＡが立会いをしたわけではない。 

〔設問〕 

      Ｘの違約金の請求とＹの手付金返還請求、いずれを認めるべきか。ないしはいず
れも認めないか。理由も含めて答えて下さい。 

 

〔〔②②予予定定ししてていいたた建建物物のの建建築築ににはは地地盤盤改改良良工工事事がが必必要要ととさされれたた

買買主主にによよるる、、売売主主業業者者とと媒媒介介業業者者にに対対すするる損損害害賠賠償償請請求求のの成成

否否にに関関すするる事事例例））〕〕 

（事案概要） 

〔取引の概要〕 

  ①平成３０年１１月、古家付き土地(本物件)を取得したＹ１(宅建業者)は、古家を

解体後にこれを売却することとし、Ｙ２(宅建業者)にその媒介を依頼した。 

  ②平成３１年１月中旬、自宅建築用地の取得を考えていたＸ(買主)は、Ｙ２の本物

件の広告を見かけ、Ｙ２から本物件の現地案内を受けた。その際にＸの妻が、本

物件の地面に煙突様のものがあることに気付き、これについてＹ２に質問したと

ころ、Ｙ２は、浄化槽が埋まっている可能性があり、埋まっていれば撤去し、更

地にして引渡される旨を説明した。 

   その後、Ｙ１は、本物件上の古家の解体、浄化槽の撤去・埋め戻し等を行った。 

  ③同月下旬、ＸはＹ２と媒介契約を締結した後、Ｙ２の媒介によりＹ１と本物件の

売買契約(本契約)を締結した。 

   【本契約概要】 
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    ・売買金額：４３８０万円 

    ・手付金：２２０万円 

    ・引渡日:平成３１年３月２２日 

   なお、本契約締結の際にＹ１がＸに交付した物件状況等報告書では「地盤の沈下、

軟弱等」について「発見していない」とされていた。また、本契約締結に先立ち、

Ｙ２はＸに対して重要事項説明を行ったが、そこには「対象不動産土地に、建物

を建築する際、建築を依頼する住宅メーカーから地盤・地耐力調査を要請される

ことがあり、その結果によっては地盤補強工事等が必要となる場合があります。

地盤補強工事等については、建築する建物の構造・規模・重量および依頼する住

宅メーカーにより異なります。また、地盤補強工事等については費用が発生しま

す。」との記載がなされていた。 

④同年３月、本契約の決済が行われ、本物件がＹ１からＸに引渡された。 

 令和元年６月、Ｘが設計事務所と協議を続けていた建物プランが固まり、本物件

の地盤調査を依頼したところ、そのプラン通りの建物を建築するには地盤に一部

軟弱な個所があるため補強工事が必要となり、その工事には２９７万円が必要と

なるとの報告を受けた。 

 同年９月、Ｘは地盤補強工事が必要ない建物プランに変更して着工し、令和２年

４月に建物の引渡しを受けた。 

⑤同年１０月、ＸはＹらに当初見積もられた地盤補強工事費用、建物竣工遅延に伴

う賃料・支払利息等の負担を求めたものの、Ｙらはこれに応じなかったことから、

令和２年３月、その支払い(５３０万円余)をＹらに求めて提訴した。 

〔Ｘの主張〕 

  ①（Ｙ１に対し・瑕疵担保責任）Ｘは、居住用の戸建ての住宅を建築するために本

件土地を購入したものであるところ、我が国では、戸建ての住宅は、木造２階建

ての建物であることが一般的であるから、宅地として取引された土地が通常有す

べき品質、性能としては、法令の範囲内で任意の場所に任意の大きさの木造２階

建ての建物を建築し得る土地であることが必要となる。 

   しかるに、本件土地には、一部に軟弱地盤があり、地盤補強工事をしなければ、

任意の場所に任意の大きさの木造２階建て住居を建築することができない。 

   そして、Ｘが当初建築を予定した建物は地盤補強工事を実施することなく建築す

ることができず、Ｘは地盤補強工事に要する費用を捻出することができなかった

ため、当初案建物の建築を断念し、地盤補強工事を実施せずに建築できるものの、

当初予定した建物より床面積が狭く、形がいびつな建物を建てざるを得なかった。 

   以上より、本件土地には軟弱地盤があり、それにより、本件土地は、任意の場所

に任意の大きさの木造２階建て住居を建築することができる性能を有しておら

ず、さらに、現にＸは当初案建物を建築することができなかったから、本件土地

には瑕疵があるというべきである（）。 

  ②（Ｙ１に対し・品質保証責任）Ｙ１社は、Ｘに対し、本件土地について「地盤の

  ①本件売買契約の義務を履行するためには、単に確定測量図を作製すれば足りると

いうものではなく、Ａを含めた隣地所有者による立会い及び承認を得て、かつ、

これを証するために境界立会図や確認書に署名押印をした上で作製された確定測

量図を交付する必要があると解すべきであるところ、本件において、売主は、そ

のような確定測量図を買主に交付していない以上、売主は、同条項に基づく債務

につき履行の提供をしたとはいえない。 

  ②隣地所有者の承認が得られず、境界立会図や確認書に署名押印を拒む場合には、

当該土地は境界に関する何らかの瑕疵を帯びることを意味する。確定測量図とは、

単に隣地との境界を定めることのみにその意義があるものではなく、境界上の紛

争の有無を確認し、これを解決することに意味があると解されるところ、仮に当

該確定測量図に基づき分筆や更正登記ができる状態であったとしても、本件売買

契約所定の確定測量図として十分であるということにはならない。 

  ③本件において、実際にＡが境界立会図への署名押印を拒んでいる以上、本件にお

いて、同人の「立会いを得た」ということはできない。 

  ④平成２７年の確定測量図は、当時の隣地所有者の立会いの下作成されたものであ

り、現在の同土地の所有者であるＡが立会いをしたわけではない。 

〔設問〕 

      Ｘの違約金の請求とＹの手付金返還請求、いずれを認めるべきか。ないしはいず
れも認めないか。理由も含めて答えて下さい。 

 

〔〔②②予予定定ししてていいたた建建物物のの建建築築ににはは地地盤盤改改良良工工事事がが必必要要ととさされれたた

買買主主にによよるる、、売売主主業業者者とと媒媒介介業業者者にに対対すするる損損害害賠賠償償請請求求のの成成

否否にに関関すするる事事例例））〕〕 

（事案概要） 

〔取引の概要〕 

  ①平成３０年１１月、古家付き土地(本物件)を取得したＹ１(宅建業者)は、古家を

解体後にこれを売却することとし、Ｙ２(宅建業者)にその媒介を依頼した。 

  ②平成３１年１月中旬、自宅建築用地の取得を考えていたＸ(買主)は、Ｙ２の本物

件の広告を見かけ、Ｙ２から本物件の現地案内を受けた。その際にＸの妻が、本

物件の地面に煙突様のものがあることに気付き、これについてＹ２に質問したと

ころ、Ｙ２は、浄化槽が埋まっている可能性があり、埋まっていれば撤去し、更

地にして引渡される旨を説明した。 

   その後、Ｙ１は、本物件上の古家の解体、浄化槽の撤去・埋め戻し等を行った。 

  ③同月下旬、ＸはＹ２と媒介契約を締結した後、Ｙ２の媒介によりＹ１と本物件の

売買契約(本契約)を締結した。 

   【本契約概要】 
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沈下、軟弱等」を「発見していない」と報告しており、また、本契約書その他の

契約関係書類において、瑕疵とまでは評価されない「地盤の沈下、軟弱等」が存

在する場合に、その対応に要する費用をＹ１社又はＸのいずれが負担するかは明

記されておらず、ＸとＹ１社は、本契約において、本件土地に「地盤の沈下、軟

弱等」が存在しないことを前提に価格を決定している。 

   そうすると、仮に、本件土地に瑕疵があるとはいえないとしても、Ｙ１社は、Ｘ

に対し、本件土地の品質について、「瑕疵とまでは評価されない程度の地盤の沈

下、軟弱等」が存在しないことを保証し、「地盤の沈下、軟弱等」が存在した場

合にＹ１社がその責任を負うこととしたものというべきである。このように解さ

ないと、本件土地の価値と本契約における本件土地の代金には、対価的均衡が保

てない。 

   したがって、Ｙ１は、Ｘに対し、本件土地について品質保証合意をしたものであ

り、にもかかわらず、本件土地は地盤補強工事を実施することなく法律や条例等

の範囲内で任意の場所に任意の大きさの木造２階建て住居を建築することができ

る性能・品質を有していないのであるから、Ｙ１は、この品質保証合意に違反し

たというべきである。 

  ③（Ｙ２に対し・地盤補強工事の要否に係る説明義務違反）Ｙ２の担当者であった

Ｃは、本件土地の内見の際に、Ｘ及び妻に対し、本件土地の特定の場所を示した

上、当該箇所に浄化槽が埋まっている可能性がある旨説明しており、本件土地に

浄化槽が埋まっている具体的な可能性を認識した。そして、Ｃは、この内見時に、

浄化槽がある地点について、浄化槽の撤去や埋戻工事の内容によっては、当該箇

所の地盤が軟弱となる可能性を認識していたところ、この点の認識は仲介業者で

あれば当然に有すべき知見であったといえるにもかかわらず、Ｘに対し、この点

を説明しなかった。 

   また、Ｙ２は、本契約締結時までに、本件旧建物が取り壊されることを認識して

いたにもかかわらず、本契約締結時までに、Ｙ１に対し、本件土地に浄化槽が埋

められていたかどうかすら確認していない。 

   もとより、土地の売買契約において、地盤に軟弱箇所があるかどうかは重要な事

項であり、土地に浄化槽が埋まっている場合には、地盤が軟弱となるおそれがあ

る以上、土地に浄化槽が埋まっていたか否かもまた、重要な事項であるにもかか

わらず、Ｙ２は、Ｘに対し、そのような商品としての性能・品質にかかわる重大

な事項であって、かつ、購入希望者に重大な不利益をもたらすおそれがあること

について、本件土地に浄化槽が埋まっていたか否かに係る調査すら怠り、説明も

しなかったのであるから、Ｙ２には説明義務違反がある。 

  ④（Ｙ２に対し・仲介業務の一環としての調査義務違反）一般に、土地の売買契約

に係る仲介業者は、軟弱地盤の有無や軟弱の程度について、すべからく調査義務

を負うものではないが、仲介業者が売買当事者から得られる仲介料の額は決して

少額とはいえず、かつ、不動産取引には全くの素人が契約当事者となり、権利関
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係に関する法的知識の乏しい者が多く取引に関与する現状では、公認された専門

の仲介業者の信用を保持すべきこと等に照らして、仲介業者は、少なくとも売買

契約時に、目的物に瑕疵が存在することを疑わせるような特段の事情がある場合

には、少なくとも高度の専門知識や鑑定能力を要さずに行うことができる調査を

すべき義務があるものというべきである。 

   Ｙ２は、内見時に、本件土地に浄化槽が埋まっている具体的な可能性を認識して

おり、Ｃは、土地に浄化槽が埋まっている場合に、浄化槽自体の大きさや、浄化

槽が埋まっている位置・深さによっては、浄化槽が埋まっていることや浄化槽を

撤去すること又はその撤去方法によって、土地の地盤が軟弱となるおそれがある

ことを認識していた。 

   しかるにＹ２は、本契約締結時までに旧建物が取り壊される事実を認識していた

にもかかわらず、本契約締結時までに、Ｙ１に対し、本件土地に浄化槽が埋めら

れていたかどうかすら確認していない。もとより、浄化槽の上記性質を踏まえる

と、浄化槽の有無は、目的物に瑕疵が存在することを疑わせるような特段の事情

に該当するといえ、また、仲介業者であるＹ２がＹ１に対して浄化槽の有無を確

認することは、高度の専門知識や鑑定能力を要さずに行うことができる調査であ

る。 

   したがって、Ｙ２に仲介業務の一環としての調査義務違反が認められることは明

らかである。 

〔Ｙ１の主張〕 

  ①本件土地の一部に軟弱地盤があったとしても、Ｘは現に建物を建築している上、

建物の使用においても不便はないと考えられるから、本件土地が取引通念上要求

される品質、性能を欠くとはいえず、本件土地に瑕疵があるとはいえない。 

   また、Ｙ２社は、Ｘに対し、本契約締結に際し、重要事項説明書において、本件

土地に、建物を建築する際、建築を依頼する住宅メーカーから地盤・地耐力調査

を要請されることがあること、地盤補強工事等が必要となる場合があることを説

明しているから、仮に本件土地にＸが主張する瑕疵が存在したとしても、Ｘにと

って隠れた瑕疵には当たらない。 

  ②Ｙ１は、Ｘとの間で、本契約上の瑕疵担保責任にほかに、品質保証責任を負うと

の合意をしたことはない。 

〔Ｙ２の主張〕 

  ①仲介業者は、取引当事者間の同一性や代理権の有無、目的物件の権利関係、殊に

法律上の規制や制限の有無等の調査については、高度の注意義務を要求されるが、

目的物件の物的状況に隠れた瑕疵があるか否かの調査についてまでは、高度な注

意義務を負うものではないとされる。仲介業者は、契約当事者間に立って売買契

約の成立に向けてあっせん尽力する役割を負うが、建築士や不動産鑑定士と異な

り、取引物件の物的状態の調査能力や鑑定能力を有しているものではないためで

ある。したがって、仲介業者は、取引物件の物的な状態を目視で観察した範囲内

沈下、軟弱等」を「発見していない」と報告しており、また、本契約書その他の

契約関係書類において、瑕疵とまでは評価されない「地盤の沈下、軟弱等」が存

在する場合に、その対応に要する費用をＹ１社又はＸのいずれが負担するかは明

記されておらず、ＸとＹ１社は、本契約において、本件土地に「地盤の沈下、軟

弱等」が存在しないことを前提に価格を決定している。 

   そうすると、仮に、本件土地に瑕疵があるとはいえないとしても、Ｙ１社は、Ｘ

に対し、本件土地の品質について、「瑕疵とまでは評価されない程度の地盤の沈

下、軟弱等」が存在しないことを保証し、「地盤の沈下、軟弱等」が存在した場

合にＹ１社がその責任を負うこととしたものというべきである。このように解さ

ないと、本件土地の価値と本契約における本件土地の代金には、対価的均衡が保

てない。 

   したがって、Ｙ１は、Ｘに対し、本件土地について品質保証合意をしたものであ

り、にもかかわらず、本件土地は地盤補強工事を実施することなく法律や条例等

の範囲内で任意の場所に任意の大きさの木造２階建て住居を建築することができ

る性能・品質を有していないのであるから、Ｙ１は、この品質保証合意に違反し

たというべきである。 

  ③（Ｙ２に対し・地盤補強工事の要否に係る説明義務違反）Ｙ２の担当者であった

Ｃは、本件土地の内見の際に、Ｘ及び妻に対し、本件土地の特定の場所を示した

上、当該箇所に浄化槽が埋まっている可能性がある旨説明しており、本件土地に

浄化槽が埋まっている具体的な可能性を認識した。そして、Ｃは、この内見時に、

浄化槽がある地点について、浄化槽の撤去や埋戻工事の内容によっては、当該箇

所の地盤が軟弱となる可能性を認識していたところ、この点の認識は仲介業者で

あれば当然に有すべき知見であったといえるにもかかわらず、Ｘに対し、この点

を説明しなかった。 

   また、Ｙ２は、本契約締結時までに、本件旧建物が取り壊されることを認識して

いたにもかかわらず、本契約締結時までに、Ｙ１に対し、本件土地に浄化槽が埋

められていたかどうかすら確認していない。 

   もとより、土地の売買契約において、地盤に軟弱箇所があるかどうかは重要な事

項であり、土地に浄化槽が埋まっている場合には、地盤が軟弱となるおそれがあ

る以上、土地に浄化槽が埋まっていたか否かもまた、重要な事項であるにもかか

わらず、Ｙ２は、Ｘに対し、そのような商品としての性能・品質にかかわる重大

な事項であって、かつ、購入希望者に重大な不利益をもたらすおそれがあること

について、本件土地に浄化槽が埋まっていたか否かに係る調査すら怠り、説明も

しなかったのであるから、Ｙ２には説明義務違反がある。 

  ④（Ｙ２に対し・仲介業務の一環としての調査義務違反）一般に、土地の売買契約

に係る仲介業者は、軟弱地盤の有無や軟弱の程度について、すべからく調査義務

を負うものではないが、仲介業者が売買当事者から得られる仲介料の額は決して

少額とはいえず、かつ、不動産取引には全くの素人が契約当事者となり、権利関
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で買主に説明すれば足り、取引物件の瑕疵の有無、内容に関して専門的に調査、

説明する義務を負うものではない。 

   内見時、本件土地上には旧建物が存在しており、地中にある浄化槽を目視するこ

とはできず、Ｙ２は、本契約締結時から引渡しまでの間において、本件土地に浄

化槽が存在していたことを認識していなかった。Ｃは、本件土地に浄化槽がある

可能性がある旨判断し、その旨Ｘに説明したが、それは、古家には浄化槽が残存

していることがあり、また、旧建物に臭突管と思われる管が存在したためである。 

   そして、そもそも浄化槽があり、又は過去に浄化槽があった土地の地盤が当然に

軟弱になり、そのために購入希望者に重大な不利益をもたらすおそれがあり、そ

の契約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想される事項に該当するとはい

えない。そもそも、浄化槽は、下水道普及に伴って徐々に減少しているとはいえ、

格別珍しいものではないから、過去に建物が存在した土地については、浄化槽が

存在し、又は存在していた可能性があり得るところ、このような土地が当然に地

盤が軟弱となるおそれが大きく、地盤改良工事が必要となる可能性が高いとはい

えない。 

   さらに、旧建物は、一般的な木造住宅の規模を超えるものではないから、仮に、

浄化槽が地盤に影響を与える可能性はあるとしても、このような旧建物において、

地盤に影響を及ぼすような規模、大きさの浄化槽が設置されていると想定するこ

とは被２においても困難であった。 

   したがって、浄化槽が存在する土地又は浄化槽が撤去された土地の地盤が軟弱と

なるおそれが大きく、また、地盤改良工事が必要となる可能性があるとはいえず、

浄化槽の存否が購入希望者に重大な不利益をもたらすおそれがあり、その契約締

結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想される事項に該当せず、さらに、Ｙ２

にはこのような事項に該当との認識がなく、認識がないことにつき特段の過失も

ないから、Ｙ２には、Ｘの主張する説明義務はない。 

  ②本件土地に浄化槽が埋まっていたのであれば、Ｙ１が撤去すべきものであり、か

つ、上記のとおり、浄化槽を撤去した後の土地は当然に地盤が軟弱になるもので

もない。したがって、Ｙ２には、浄化槽の有無をＹ１に確認すべき義務はない。 

〔設問〕 

      ＸのＹ１に対する損害賠償請求、Ｙ２に対する損害賠償請求はそれぞれ認められ
るか否か、理由も含めて答えて下さい。 
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